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愛媛県災害情報システム構築・運用保守業務 

公募型プロポーザル手続等に関する説明書 

 

１ 業務の概要 

（１）業務の目的 

   災害時に情報の集約・共有や住民への情報伝達を行う現行災害情報シス

テムの契約期間が満了するため、「ドローンの空撮による被害箇所の映像共

有等及びオペレーションルーム内でのデジタル化の推進による災害初動期

の情報収集の強化」、「国のシステムとの連携強化」、「住民や職員への配信手

段の多様化・効率化検討」をポイントとする高度化されたシステムの構築及

び運用保守を行う。 

（２）業務名 

   愛媛県災害情報システム構築・運用保守業務 

（３）業務内容 

   別添１「愛媛県災害情報システム構築・運用保守業務仕様書」のとおり 

（４）履行期間 

  契約日から令和 13年３月 31日まで 

  【内訳】 

   ア 構築期間    契約日から令和８年３月 31日まで 

   イ 運用保守期間  令和８年４月１日から令和 13年３月 31日まで 

（地方自治法第 234条の３の規定に基づく長期継 

続契約） 

（５）委託料上限額 

ア 構築費用（令和７年度） 

１４０,３６０千円（消費税及び地方消費税 10％を含む） 

  イ 運用保守費用（令和８年４月１日から令和 13年３月 31日まで） 

    各年度 １９,１１８千円（消費税及び地方消費税 10％を含む） 

 

  上記ア、イそれぞれの上限額を超える提案については選定しない。 

 

２ 技術提案書の提出者に必要な資格 

知事の審査を受け、営業種別「その他」の営業種目「情報処理」について令

和５～７年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると

認められる業者で、次の事項に該当するもの 

（１）地方自治法施行令第 167条の 4の規定（一般競争入札参加者の資格）のい

ずれにも該当しない者であること。 

（２）企画提案参加申請書の受領期間の最終日から契約が確定する日までの間



2 

 

に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。 

（３）会社更生法に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法に基づく再生手続

開始の申立て及び破産法に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者で

あること。 

（４）宗教活動や政治活動を主たる目的とする者、暴力団若しくは暴力団員の統

制の下にある者ではないこと。 

（５）プライバシーマーク付与認定又は ISO27001認証のいずれかを取得してい

る者であること。 

（６）過去 10年間の都道府県または政令市、中核市等における類似業務の受注

実績を有している者であること。 

（７）(6)の業務に従事し誠実に履行を完了した経験を有するとともに次のいず

れかの試験に合格した者を、本業務に従事させることが可能な者であること。 

 (ア) 独立行政法人情報処理推進機構が実施する情報処理技術者試験（以下

「情 報処理技術者試験」という。）のうち、ＩＴストラテジスト試験（旧試験

区分であるシステムアナリストを含む。） 

 (イ) 情報処理技術者試験のうち、プロジェクトマネージャ試験 

 (ウ) 情報処理技術者試験のうち、システム監査技術者試験 

 (エ) 技術士（情報工学部門及び総合技術管理部門（情報工学を選択科目とす

る者））試験 

 

３ 本業務の受託要件 

本業務を受託する者及び受託する者と特定関係にある者は、本業務において

作成する仕様書案に基づいた案件に関する調達に参加できないものであるこ

と。 

なお、特定関係にある者とは、受託する者と資本又は人事において関連があ

ると認められる者であり、次のいずれかに該当する者をいう。 

（1）受託する者との間で、発行済株式総数の 100分の 50を超える株式保有 又

は出資総額の 100分の 50を超える出資関係にある者 

（2）受託する者の代表権を有する役員が、代表権を兼ねている者 

 

４ スケジュール予定 

 本募集等に係るスケジュールは次のとおり。 

内容 日付 対応様式 

企画提案募集開始  2025年 6月 3日 ― 

企画提案参加申請書及

び質問書提出期限 

2025年 6月 18日 様式 1,3 

企画提案書提出期限 2025年 6月 25日 様 式 
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4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

審査 詳細日時等は別途通知 ― 

審査結果通知（書面） (概ね一週間以内)  ― 

※上記スケジュールを変更する場合には、企画提案参加申請書提出者に対して

連絡を行う。 

※受付時間は、各日において、執務時間中（月曜日から金曜日（祝日を除く）

の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで）。 

 

５ 担当部局及び連絡先 

  愛媛県県民環境部防災局 

防災危機管理課防災訓練・情報グループ（愛媛県庁第一別館３階） 

  〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 

  電話番号  ０８９－９１２－２３１８ 

  ＦＡＸ   ０８９－９４１－２１６０ 

  電子メール bousaikikikanri@pref.ehime.lg.jp 

 

６ 参加表明 

  技術提案への参加を希望する者は、あらかじめ参加表明書（様式１）を提出

すること。 

  なお、期限内に参加表明書を提出していない者は、技術提案に参加すること

ができない。 

（１）期限 

令和７年６月 18日（水）17時 15分 

（２）場所 

５に同じ 

（３）方法 

持参または郵送（書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準じるもの 

で期限までに到着したものに限る。）すること。 

（４）参加資格の確認 

  ア 参加資格の確認の結果は、参加表明書を提出した者（以下「表明者」と

いう。）に対して、令和７年６月 21日（月）までに、書面により通知する。 

  イ 参加資格が認められなかった者に対しては、その旨とその理由を書面

により、愛媛県知事から通知する。 

  ウ イの通知を受けた者は、通知日の翌日から起算して７日（休日を含まな

い。）以内に、書面（様式は自由）を持参、郵送（書留若しくは簡易書留

又は信書便でこれらに準じるもので最終日の 17 時 15 分までに到着した

ものに限る。）、ＦＡＸ又は電子メール（着信を電話で確認すること。）に

mailto:bousaikikikanri@pref.ehime.lg.jp
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より、愛媛県知事に対して理由について説明を求めることができる。 

  エ ウの回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１

０日以内に書面により行う。 

  オ 理由の説明請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりである。 

    ①受付場所：５に同じ 

    ②受付時間：８時 30分から 17時 15分まで 

（５）辞退 

   参加表明書の提出後に参加を辞退する場合は、令和７年６月 18 日（水）

17時 15分までに、辞退届（様式２）を提出すること。 

 

７ 説明書に関する質問の受付及び回答 

  本説明書に質疑がある場合は、技術提案質問票（様式３）を送付すること。 

（１）受付期間 

   令和７年６月３日（火）８時 30分から６月 18日（水）17時 15分 

   持参する場合は、執務時間中（愛媛県の休日を定める条例（平成元年愛媛

県条例第３号）第１条第１項に規定する県の休日以外の日の午前８時 30分

から午後５時 15分までをいう。）に限る。 

（２）場所 

５に同じ 

（３）方法 

持参、郵送（書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準じるもので 

  受付期間の最終日の 17 時 15 分までに到着したものに限る。）、ＦＡＸ又は

電子メール（着信を電話で確認すること。）によること。 

（４）回答方法 

      質問に対する回答は、質疑応答集を作成し、企画提案参加申請書を提出し

た全ての者に、電子メールで送信する。ただし、質問又は回答の内容が質問

者の具体的な提案事項に密接にかかわるものについては、質問者に対して

のみ回答する。 

 

８ 技術提案書の提出 

（１）提出物及び提出部数 

   ア 技術提案提出書（様式４）     １部 

   イ 法人・団体の概要書（様式５）   １部 

   ウ 技術提案書            正１部、副８部 

   エ 参考見積書            １部 

（２）技術提案書（以下「提案書」という。）の作成方法 

  ア 様式 
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     提案書の様式は、自由様式とするが、イに掲げる表で示した項目につ

いては所定の様式を使用すること。 

表紙、目次、仕切り紙を除き、130 ページ以内で簡潔明瞭に記載する

こと。なお、登録や資格を証明する資料は枚数に含まない。 

用紙の規格は基本Ａ４版とし（Ａ３織込も許容するが、２ページとし

て扱う。）、文字の大きさは１０ポイント以上とすること。 

  イ 提案書の内容に関する留意事項 

    別添１ 「愛媛県災害情報システム構築・運用保守業務仕様書」（以下

「仕様書」という。）を参考とすること。 

項目番号及び評価項目 

(1-0及び 1-3は評価に当たっての参考としての記載依頼) 

提案書への記載依頼事項 

1 提案者

の実績 

1-0 

会社概要 

（会社概要） 

(資格の有無) 

・以下の資格を全て有している提案事業

者であること。 

 ISO9001（品質マネジメントシステム） 

 ISO27001（情報セキュリティマネジメ 

  ントシステム） 

・災害情報の収集・共有・配信業務等の同

種若しくは類似業務の実績。（業務実績欄

を参照） 

※記載様式は、様式 6とする。 

※登録証等の写しを提出すること。 

    1-1 

業務実績 

・過去 10 年間における都道府県、政令市

又は中核市等の災害情報の収集・共有・配

信業務等の同種若しくは類似業務に係る

複数の実績を提示すること。（グループ会

社実績含む） 

※同種若しくは類似業務とは、災害対応

業務（被害情報収集、GIS機能活用、避難

所関連、避難情報発令及び各種情報配信

機能）等の構築又は運用保守業務を指す。 

※なお、受託実績には構築中の案件や提

案グループ会社実績も可能 

※記載様式は、様式７とする。 

※記載した実績を証明する書類の写し

（契約書の写し等）を提出すること。 
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    1-2 

パッケージの

実績 

・提案パッケージの実績について記載す

ること。 

※なお、実績には構築中の案件や提案グ

ループ会社などのパートナー実績も可

能。 

2 システ

ム基本

方針 

(全般） 

2-1 

システム基本

方針 

・災害対応業務における課題や導入目的

を踏まえ、構築するシステムの基本方針

が具体的に記載されていること。 

※様式 9を記載すること。 

  

  

  

  

2-2 

システムの特

徴 

・システム基本方針を踏まえて、提案する

システムの機能要件や構成要件の特徴に

ついて記載すること。 

2-3 

現状業務運用

への理解 

・現状運用状況を踏まえて、提案する機能

要件や構成要件の特徴について記載する

こと。 

3 システ

ム機能

要件 

3-1 

システム全体

図 

・システムの利用環境や機能構成が分か

るシステム全体図を記載すること。 

  3-2 

情報収集・共

有機能 

・共通機能 

・災害名管理 

・防災ポータ

ル 

・仕様書に示す要件等を踏まえて画面を

用いた具体的な提案を行うこと。 

※様式 10を記載すること。 

  3-3 

初動業務機能 

・職員参集・

安否確認 

・本部設置・

体制管理 

・仕様書に示す要件等を踏まえて画面を

用いた具体的な提案を行うこと。 

※様式 10を記載すること。 

    3-4 

避難情報機能 

・避難発令判

断支援 

・発令管理 

・仕様書に示す要件等を踏まえて画面を

用いた具体的な提案を行うこと。 

※様式 10を記載すること。 
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・避難所管理 

    3-5 

被害情報機能 

・クロノロジ

ー管理 

・モバイルア

プリ 

・被害報告 

・仕様書に示す要件等を踏まえて画面を

用いた具体的な提案を行うこと。 

※様式 10を記載すること。 

    3-6 

地図機能 

・ 地 理 情 報

（GIS） 

・仕様書に示す要件等を踏まえて画面を

用いた具体的な提案を行うこと。 

※様式 10を記載すること。 

    3-7 

情報配信機能 

・仕様書に示す要件等を踏まえて画面を

用いた具体的な提案を行うこと。 

※様式 10を記載すること。 

    3-8 

システム連携

機能 

・県下市町シ

ステム 

・仕様書に示す要件等を踏まえて画面を

用いた具体的な提案を行うこと。 

※様式 10を記載すること。 

3-9 

システム連携

機能 

・ SOBO-

WEB(旧 SIP4D)

災害情報ハブ 

・SNS 分析結

果 

・衛星画像 

・通行実績情

報 

・仕様書に示す要件等を踏まえて画面を

用いた具体的な提案を行うこと。 

※様式 10を記載すること。 
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4 非機能

要件 

4-1 

システム構成 

・システム構

成 

・ハードウェ

ア及びネット

ワーク構成 

・仕様書に示す要件等を踏まえ、災害に強

いシステム構成とするためのシステム構

成図や特徴について記載すること。 

    4-2 

規模要件・利

用環境 

・仕様書に示す要件等を踏まえて、規模要

件や利用環境について記述すること。 

・利用者に対するユーザアカウント数の

考え方を記載すること。 

    4-3 

性能要件 

・仕様書に示す要件等を踏まえて、性能目

標値を示し、性能を確保する上での対策

について記述すること。 

    4-4 

信頼性要件 

・仕様書に示す要件等を踏まえて、本シス

テムのサービスレベルやシステムの可用

性やデータの保全性を確保するためのバ

ックアップ方式について記述すること。 

    4-5 

拡張性要件 

・仕様書に示す要件等を踏まえて、データ

量、処理負荷及び業務範囲の拡大等シス

テム拡張性確保の方策について記述する

こと。 

    4-6 

セキュリティ

要件 

・仕様書に示す要件等を踏まえて、構築す

るシステムにおけるセキュリティ対策に

ついて記述すること。 

5 開発実

施方法 

5-1 

プロジェクト

管理 

・品質管理 

・進捗管理 

・仕様書に示す要件等を踏まえて、採用す

るプロジェクト管理手法について説明

し、マネジメント計画、プロセス、仕組み

や採用するツール、管理ドキュメント等

について記述すること。 

・品質を確保するため、具体的な品質管理

方法について、記述すること。 

・各工程における進捗管理の考え方、定量

的な管理方法等を記述すること。 
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    5-2 

開発手法 

・貴社が採用する開発手法について具体

的に記載すること。 

    5-3 

開発スケジュ

ール 

・貴社が想定する開発工程や成果物につ

いて具体的に記述すること。 

※様式 11を記載すること。 

    5-4 

テスト要件 

・テストの実施方法を具体的に記載し、注

意点や役割分担について記載すること。 

  5-5 

移行要件 

・移行の実施方法を具体的に記載し、移行

対象や役割分担について記載すること。 

    5-6 

研修要件 

・システム導入研修の実施方法、実施時期

について記載すること。 

6 運用保

守要件 

6-1 

運用保守の業

務内容 

・運用支援 

・システム運

用保守 

・バックアッ

プ管理 

・運用保守体

制 

・仕様書の運用保守要件を理解し、貴社が

考える運用保守の業務内容を記述するこ

と。 

※様式 12を記載すること。 

  6-2 

運 用 保 守 拠

点・方法 

・貴社が考える運用保守の体制及び方法

について具体的に記載すること。 

7  7-1 

その他 

( パ ッ

ケージ

の拡張

性等) 

費用低減に向

けた方策 

・システム導入及び運用における費用低

減策について具体的な方策を記載するこ

と。 
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8 8-1 

システ

ム構築

費用及

び運用

保守費

用 

初期構築コス

ト 

運用保守コス

ト 

・初期構築コスト 

・保守運用コスト（５年間の運用保守費

用） 

※様式 13を記載すること。 

ウ 参考見積書の提出 

    提案書の内容について、参考見積書を提出すること。参考見積書はその

根拠が分かるように職種別人数など内訳について詳細に記載すること。

なお、見積金額は、消費税及び地方消費税 10％を含む金額とすること。 

   ※提案書に記載する費用と相違ないこと。 

  エ 作成に用いる言語等  

    書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時

及び計量法（平成４年法律第５１号）によるものとする。 

（３）期限 

令和７年６月 25日（水）17時 15分 

（４）場所 

５に同じ 

（５）方法 

持参または郵送（書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準じるも 

  ので期限までに到着したものに限る。）すること。 

（６）留意事項 

  ア 提案書提出後の再提出及び差し替えは、原則として認めない。ただし、

県から、書類の不足・不備の補完、内容不明点の確認のほか、必要に応じ、

追加資料の提出を指示することがある。 

  イ 提案書は、返却しない。 

  ウ 提案書の提出は、参加者１者につき１案のみとし、複数の提案をするこ

とはできない。 

 

９ 最優秀提案の選定 

（１）選定の手続等 

  ア 提出された提案書の中から最も優れた提案を選定するため、愛媛県災

害情報システム構築・運用保守業務事業者選定審査会（以下「審査会」と

いう。）を開催する。 

  イ 審査会における審査は次のとおりとする。 

    書面審査並びに状況によりプレゼンテーション及びヒアリング 
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    ただし、技術提案書が５件を超える場合は、１次審査（書面審査）と２

次審査（プレゼンテーション及びヒアリング）の２段階審査とする場合が

ある。１次審査において、２次審査の対象者として５者程度を選定し、そ

の結果は全提案者へ通知する。 

  ウ 審査会（プレゼンテーション及びヒアリング）については、状況により

次のとおり実施する。 

① 実施日時：令和７年６月下旬頃 

          （詳細日時等は別途通知する。） 

    ②実施場所：愛媛県庁内会議室 

    ③説 明 者：本業務に従事予定の管理技術者（プロジェクトマネージャ

ー）１名及びその他の者２名以内とする。     

エ 審査会は、非公開とする。また、提案者は他の提案者のプレゼンテーシ

ョン及びヒアリングを傍聴することはできない。 

  オ 審査会でのプレゼンテーションは、提案書の内容についてのみ行うこ

と。また、必要によりパワーポイントの使用を認める。（プロジェクター

は県が準備するが、パソコン等については提案者で準備すること。） 

  カ 審査会は、上記の審査により最優秀提案を選定する。 

  キ 選定された者に対しては、選定された旨を書面により通知する。 

（２）提案書の評価項目 

ア 別添２ 「愛媛県災害情報システム構築・運用保守業務評価基準」（以下

「評価基準」という。）に基づき、審査会において評価を行う。 

イ 評価基準評価項目の記載内容において、妥当でない項目がある場合には、

審査会での審査の上、選定しない場合がある。 

ウ 評価基準評価項目「８ システム構築費用及び運用保守費用」を除く得

点が 570点（対象の 60%）を下回る場合は、選定しない。  

（３）非選定者への通知 

  ア 提出した提案書が選定されなかった者に対しては、選定されなかった

旨とその理由を書面により、愛媛県知事から通知する。ただし、順位や採

点結果については通知しない。 

  イ アの通知を受けた者は、通知日の翌日から起算して７日（休日を含まな

い。）以内に、書面（様式は自由）を持参、郵送（書留若しくは簡易書留

又は信書便でこれらに準じるもので最終日の 17 時 15 分までに到着した

ものに限る。）、ＦＡＸ又は電子メール（着信を電話で確認すること。）に

より、愛媛県知事に対して非選定理由について説明を求めることができ

る。 

  ウ イの回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１

０日以内に書面により行う。 
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    ただし、他者の評価結果等については回答しない。 

  エ 非選定理由の説明請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりである。 

    ①受付場所：５に同じ 

    ②受付時間：８時 30分から 17時 15分まで 

 

１０ 契約方法 

（１）９の審査手順により選定された提案書の提案者を契約締結候補者（以下

「候補者」という。）として、委託業務の内容について協議・調整を行うも

のとし、協議が合意に至った場合に契約を締結する。その際、協議等の結果

に基づき、提案内容の一部を変更する場合がある。なお、候補者との間での

協議が合意に至らなかった場合や正当な理由なく契約を締結しない場合は、

次の順位の高い参加者を候補者として協議を行った上で、契約を締結する。 

（２）別添１「愛媛県災害情報システム構築・運用保守業務仕様書」は、当該業

務の最低水準を示したものである。したがって、選定された提案内容によっ

ては、締結する契約書及び添付される仕様書には、県と提案者との協議等の

結果に基づき、委託業務の内容が追加又は修正される場合がある。 

（３）契約保証金 

   愛媛県会計規則第 152条の規定により契約金額の 100分の 10以上を納付 

すること。ただし、同規則第 154条の各号のいずれかに該当する場合は免除 

する。 

（４）契約書作成の要否 

   別添３「委託契約書（案）」により契約書を作成するものとする。 

 

１１ 苦情申し立てに関する事項 

（１）本手続における提案書の選定その他の手続に不服がある者は、愛媛県特定

調達苦情検討委員会に対して苦情申し立てを行うことができるものとする。 

   ただし、説明書等の不知又は不明を理由として苦情を申し立てることは

できないものとする。 

（２）上記の連絡先は以下のとおりとする。 

   愛媛県出納局会計課用品調達係 

   電話番号 ０８９－９１２－２１５６ 

 

１２ その他留意事項 

（１）手続において使用する言語、通貨及び単位 

  ア 言語 日本語 

イ 通貨 日本国通貨 

ウ 単位 日本の標準時及び計量法（平成４年法律第 51号）に定める単位 
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（２）提案書の作成、提出及びプレゼンテーションに係る費用は、提案者の負 

  担とする。 

（３）提出された書類は、提案書の選定以外の目的に無断で使用しない。 

（４）参加表明書の提出以降、提案書を選定するまでの間に、４に定める要件を

満たさなくなった場合はその提案書は選定しない。 

 


